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市役所電話番号
　本　　所☎25‐2111　藤島庁舎☎64‐2111　羽黒庁舎☎62‐2111
　櫛引庁舎☎57‐2111　朝日庁舎☎53‐2111　温海庁舎☎43‐2111

暮らしを支える税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　  　　　　　　　11月11日○金 ～17日○木 は「税を考える週間」です

税金には国税･県税･市税があります。ここでは、市の重要な財源である主な市税とその納付方法等について紹介します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         ■問本所課税課☎内線259または本所納税課☎内線219へ

税

地方税の電子申告、電子申請・届出には、eLTAX（エルタックス）が便利です。 詳しくは
eLTAXホームページをご覧ください。
▷個人市民税…各支払報告書、特別徴収に係る関係書類　▷固定資産税…償却資産申告
▷法人市民税…各種申告書、異動届出書等

事業主・
法人の方へ

～ 税のこと 知って納得 みんなの義務 ～
平成28年度納税標語最優秀作品

◆納付方法

◇口座振替
　預貯金口座から、納期ごと自動的に振替納付する方
法です。希望する方は納付書と通帳、通帳印をお持ち
の上、金融機関窓口でお申し込みください。忙しくて
納付に行く時間がない方や納め忘れが心配な方には、
口座振替をお勧めします。

◇コンビニエンスストアでの納付
　提携している全国のコンビニエンスストア（納付書
裏面に記載）で納付する方法です。市役所の閉庁日や
金融機関等の営業時間外でも納付できます。
　納付できる税目は、
市・県民税（普通徴
収分）、固定資産税、
軽自動車税、国民健
康保険税です。

■問納税課収納管理係
◇窓口での納付
　金融機関（東北地方のゆうちょ銀行〈郵便局〉を含
む）や本所納税課、各地域庁舎市民福祉課の窓口で納
付する方法です。納付の際は納付書を忘れずにお持ち
ください。

◇ゆうちょ銀行（郵便局）からの払込み
　郵便局専用の払込用紙に住所・氏名・収納番号（通
知書番号）・税目・納期・金額を記入の上、郵便局か
ら払い込みください（全国の郵便局で払込み可）。払
込用紙は本所納税課にあります。

◇年金からの差引き（年金特徴）
　個人市民税と国民健康保険税については、その年の
４月１日に65歳以上で年金受給額が年額18万円以上
の方は、条件によって年金から差し引かれる場合があ
ります。

◆分割納付
　　　　　　　　■問納税課納税係
　失業や病気等で収入が減り生活
に困っている方、災害に遭った方
等が、状況に応じて税金を分割し
て納付できる制度があります。制

度の適用につい
ては要件があり
ますので、ご相
談ください。

◆延滞金と滞納処分
　
　納付期限までに納められなかった
場合、税金に延滞金が加算されます。
　延滞金は、納付期限の翌日から
１か月を経過する日までが年2.8％

（ただし平成25年12月31日以前は
特例措置あり）、それ以後が年9.1％
の割合で、納付日までの日数に応じ
て計算されます。延滞金の割合は、

■問納税課納税係
25年３月の税制改正によって、26
年１月１日以降の期間についての割
合が引き下げられています。
　また、督促状を発した日から10
日を経過しても完納されない場合、
不動産や動産（家財等）、預貯金等
の財産の差押えや公売を行うことが
あります。
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暮らしを支える税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　  　　　　　　　11月11日○金 ～17日○木 は「税を考える週間」です
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◆都市計画税
　　■問課税課土地・家屋評価係

　都市計画法で指定された市街化区域と、市税条例で
定められた区域の土地と家屋に課税され、固定資産税
と一緒に徴収されます。街路や公園の整備等の都市計
画事業や土地区画整理事業に使われています。

◆国民健康保険税
　■問課税課諸税係

　国民健康保険事業に使われる税金です。医療費の給
付等に充てられる医療保険分、後期高齢者医療制度を
支える後期高齢者支援金等分、介護サービスに充てら
れる介護保険分で構成されています。

◆固定資産税 １月１日現在の土地、家屋、償却資産（事業に使う機械、器具、備品等）の所有者に課税されます

◇土地と家屋　　　　　　■問課税課土地・家屋評価係
　土地と家屋については、基準年度（３年ごと）に評
価替えを行う制度が採られています（次回は平成30
年に実施）。基準年度の評価額は原則として３年間据
え置かれますが、地価の下落が認められる場合は、基
準年度以外の年度でも評価額を見直します。また、基
準年度後に家屋の新築や増築、土地の用途変更等があ
った場合は、新たに評価を行って評価額を決定します。
　なお、土地については、前年に比べ税額が急激に増
えないよう負担調整を行っています。そのため、評価
額より現在の課税標準額が著しく低い場合は、地価が
下がっても税額が増える場合があります。

◇償却資産　　　　　　　　　■問課税課資産税管理係
　固定資産税の償却資産は、土地及び家屋以外の事業
用資産のうち、所得税及び法人税を計算するための会
計方法で、減価償却の対象とされる
資産です。ただし、自動車税や軽自
動車税の課税対象となるものや、自
己所有家屋の改装等に伴う建築設備
等の更新等は対象外です。
　評価額は、資産の取得価額を基にその資産の経過年
数に応じた減価計算を毎年行い決定します。償却資産
の所有者は、所得税等の申告とは別に、毎年１月１日
の状況を市に申告することとなっています。

　市税は、安全・安心な生活の維持、健康・福祉の充実、
道路等の社会基盤の整備、教育・産業の振興等、皆さん
の「健康で豊かな生活」を実現するための、身近な行政
サービス・施策の重要な財源になっています。
　市税には、右の図のように税目ごとに使い道が特定さ
れている目的税と、特定されていない普通税があります。

◆市税のあらまし 市民税
固定資産税
軽自動車税
市たばこ税

市税
入湯税
都市計画税
国民健康保険税

普通税

目的税

◆市民税 個人に課税される個人市民税と、会社等の法人に課税される法人市民税があります

◇個人市民税　　　　　　　　■問課税課市民税第一係　　　　
　１月１日現在、市内に住所のある方で前年に所得が
あった方と、住所はなくても市内に事務所等を構えて

いる方に、県民税と合わせて課
税されます。
　税額は、前年の所得額に応じ
て課税される所得割と、平等に
負担してもらう均等割（市民税
3,500円・県民税2,500円）の
合計額です。

◇法人市民税　　　　　　　　　　　■問課税課諸税係
　法人市民税には、均等割と法人税割があります。
▷均等割…資本金等の額と従業員数に応じて課税。
　年額５万円～300万円
▷法人税割…課税標準となる法人税額の12.1％
◎均等割・法人税割ともに課税される法人…市内に事
　務所や事業所等を設けている法人、または人格のな
　い社団等で収益事業を営むもの
◎均等割のみ課税される法人…市内に事務所や事業所
　等はないが寮等がある法人等
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加入・脱退の手続きは忘れずにしましょう 

知っておきたい国民年金のこと
国民年金

■問鶴岡年金事務所☎23‐5040、本所国保年金課☎内線113または各地域庁舎市民福祉課へ

◆こんなときは届出が必要です　　　　　　　　　　　　 市役所での届出の際は、年金手帳をお持ちください
被保険者区分 変更理由 届出先

第１号被保険者…自営業者、農
業・漁業従事者、学生、無職の方等

就職して厚生年金や共済年金に加入したとき 勤務先
配偶者（第２号被保険者）の扶養になったとき 配偶者の勤務先

第２号被保険者…会社員、公務
員等（厚生年金や共済年金加入者）

退職したとき 市役所
退職して配偶者（第２号被保険者）の扶養になったとき 配偶者の勤務先

第３号被保険者…第２号被保険
者の扶養となっている配偶者

▷配偶者が退職したとき　▷配偶者の扶養から外れたと
き　▷離婚したとき　▷配偶者が65歳になったとき 市役所

就職して厚生年金や共済年金に加入したとき 勤務先
配偶者の勤務先が変わったとき 配偶者の勤務先

◆老齢基礎年金
　保険料を納めた期間等の受給資
格期間が25年（300月）以上ある
方が、原則として65歳から受け
取る年金
◆障害基礎年金
　病気やけがで体に障害が残った
場合、一定の支給要件を満たして
いる方が受け取る年金

◆遺族基礎年金
　国民年金の被保険者が亡くなっ
たとき、その方によって生計を維
持されていた「子のある配偶者」ま
たは「子」で、一定の支給要件を満
たしている方が受け取る年金
◆その他の国民年金独自給付
　寡婦年金、死亡一時金、短期在
留外国人の脱退一時金があります

国民年金にはこんな給付があります

◆国民年金とは
　加入者の老後の生活や、障害を負ったときなど、
もしものときに備え、生活の安定が損なわれるこ
とのないように、生活の維持・向上のため、国の
負担と納めた保険料によって、国民全体でお互い
を支え合う国の年金制度です
◆加入対象者
　日本国内に住所のある20歳
以上60歳未満の全ての方
◆加入種別（下表参照）
　第１～３号被保険者に区分
◆20歳になったら加入手続きを
　20歳になる方で第２号被保険者以外の方に、日
本年金機構から加入手続き案内が送付されます
◆保険料
　月額１万6,260円
◆保険料の納付方法
　第１号被保険者には、日本年金機構から納付書
が送付されます（金融機関やコンビニエンススト

アで納付できます。市役所、年金事務所では納付
できません）
◆納め忘れがなく便利な納付方法
◇口座振替
◇クレジットカード
◆前納制度（１年・２年単位）
◇現金で１年分…3,460円割引
◇口座振替で
　▷１年分…4,090円割引
　▷２年分…１万5,690円割引
　▷当月保険料を当月末に引き落とし（早割制度）
　　…月額50円（年額600円）割引
※前納制度には申込み期限があります。事前にお
　問い合わせください。
◆後納制度
　過去５年間に納め忘れた保険料がある場合、遡
って納付できます
◆保険料の納付が困難な方は
　納付が免除または猶予される制度もあります

◆平日相談　月曜～金曜日午
　前８時30分～午後５時15
　分（月曜日は午後７時まで）
※予約ができます。
◆休日相談　毎月第２土曜日
　午前９時30分～午後４時
※完全予約制です。
◆持ち物　年金手帳、本人以
　外の場合は委任状と代理人
　の身分証明書

鶴岡年金事務所年金相談



11 広報つるおか　2016 . 11 ■日＝日時・期日・期間　■時＝時間　■場＝場所・会場　■定＝定員　■対＝対象・資格　　　　　　　　　■内＝内容　■師＝講師・指導　■費＝費用・料金　■持＝持ち物　■問＝問合せ　■申＝申込み　■他＝その他　HP＝ホームページ

と
き
は
控
除
証
明
書
の
ほ
か
に
、
10
月
１
日

以
降
に
納
付
し
た
領
収
証
書
を
添
付
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
10
月
１
日
以
降
に
今
年
初

め
て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
方
の
控

除
証
明
書
は
、
来
年
２
月
上
旬
に
送
付
さ
れ

ま
す
。
な
お
、
控
除
証
明
書
は
、
口
座
振
替

か
窓
口
納
付
か
を
問
わ
ず
お
送
り
し
ま
す
。

■問
鶴
岡
年
金
事
務
所
☎
23
‐
５
０
４
０
、
控

除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０
‐
０

０
３
‐
０
０
４
（
Ｉ
Ｐ
電
話
等
の
方
は
☎
03

‐
６
６
３
０
‐
２
５
２
５
〈
来
年
３
月
15
日

○水
ま
で
〉）
ま
た
は
本
所
国
保
年
金
課
☎
内

線
１
１
３
へ

介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
口
座
振
替
額
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

　

介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
口
座
振
替
額
通
知
書
（
今
年
１
月
～
11
月

分
）
を
12
月
中
旬
ま
で
に
お
送
り
し
ま
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告
等
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
年
末
調
整
の
た
め
に
納
付
金
額
を
知

り
た
い
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■問
本
所
長
寿
介
護
課
☎
内
線
１
８
３
、
本
所

国
保
年
金
課
☎
内
線
１
２
６
ま
た
は
各
地
域

庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

子
育
て
・
教
育

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
で
す

　

あ
な
た
か
ら
の
連
絡
・
相
談
が
、
子
供
を

守
る
と
と
も
に
、
子
育
て
に
悩
む
保
護
者
を

支
援
す
る
た
め
の
大
き
な
一
歩
に
な
り
ま
す
。

虐
待
か
も
と
思
っ
た
ら
、
出
産
や
子
育
て
に

悩
ん
だ
ら
、
ま
た
悩
む
親
が
い
た
ら
、
す
ぐ

前
田
寛
治
、
眞
坂
恭
助
、
眞
坂
房
子
、
町
野

道
子
、
松
浦
忠
雄
、
丸
山
と
ら
江
、
三
浦
美

智
男
、
村
田

子
、
村
山
作
子
、
村
山
良
一
、

森
川
悦
行
、
山
口
節
子
、
山
濵
託
子
、
山
村

か
づ
ゐ
、
若
公
四
郎
、
和
田
良
也
、
渡
部
今

朝
雄
、
渡
部
忠
彦
、
渡
邊
辰
子　

■問
鶴
岡
地

区
歯
科
医
師
会
☎
28
‐
３
５
６
５
ま
た
は
健

康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
内
線
３
６
５
へ

困
り
ご
と
な
ど
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い 

民
生
委
員
児
童
委
員
委
嘱
の
お
知
ら
せ

　

次
の
方
が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。（
敬
称
略
）

▽
第
４
民
生
区
（
第
四
学
区
）
…
眞
嶋
ゆ
み

（
塔
和
町
内
会
）

■問
本
所
福
祉
課
☎
内
線
１
３
９
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控
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な
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収
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控
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お
送
り
し
ま
す
。

今
年
９
月
30
日
ま
で
の
納
付
額
が
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。
控
除
証
明
書
に
未
納
と
表
示
さ

れ
た
も
の
を
12
月
末
ま
で
に
納
付
し
た
場
合

は
控
除
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
申
告
等
の

度
は
１
４
４
人
の
方
々
が
受
賞
し
ま
し
た
。

■
受
賞
者
（
敬
称
略
。
同
意
者
の
み
記
載
）

秋
葉
幾
郎
、
阿
宗
良
惠
、
阿
部
甚
一
、
阿
部

富
美
、
阿
部
義
夫
、
五
十
嵐
茂
雄
、
五
十
嵐

德
雄
、
五
十
嵐
良
夫
、
五
十
嵐
由
美
、
石
原

サ
チ
、
板
垣
惠
子
、
伊
藤
七
郎
、
伊
藤
千
春
、

伊
藤
友
吉
、
伊
藤
又
夫
、
稲
村
喜
美
、

衣

佐
助
、
浦
川
淳
二
、
榎
本
繁
、
大
川
幸
一
、

太
田
み
さ
を
、
太
田
隆
子
、
大
瀧
定
吉
、
大

滝
淑
勝
、大
瀧
米
子
、岡
部
富
男
、岡
部
正
井
、

小
田
誠
、
小
田
圭
昭
、
小
野
田
安
生
、
小
野

寺
泰
子
、加
藤
繁
雄
、加
藤
龍
介
、亀
井
五
藏
、

河
野

美
、
川
村
よ
し
子
、
上
林
一
子
、
木

村
三
津
子
、
工
藤
幸
一
、
工
藤
ま
さ
子
、
栗

本
文
夫
、
小
池
幸
子
、
小
久
保
司
、
後
藤
寛

子
、小
林
喜
久
子
、齋
藤
す
ぢ
子
、齋
藤
澄
子
、

齋
藤
昌
子
、佐
久
間
利
、佐
々
木

子
、佐
々

木
清
太
郎
、
佐
藤
和
夫
、
佐
藤
清
美
、
佐
藤

慶
子
、
佐
藤
さ
た
子
、
佐
藤
七
郎
、
佐
藤
て

い
こ
、
佐
藤
時
彦
、
佐
藤
春
子
、
佐

孫
左

ェ
門
、佐
藤
正
子
、佐
藤
松
子
、佐

美
智
恵
、

佐
藤
滿
、
佐
藤
や
し
子
、
佐

幸
子
、
佐
藤

玲
子
、
佐
藤

子
、
地
主
武
、
渋
谷
眞
、
渋

谷
實
、
庄
司
賢
一
、
庄
司
三
也
、
菅
澤
千
代
、

菅
原
秋
子
、

原
喜
吉
、
菅
原
定
治
、
菅
原

省
爾
、
菅
原
正
子
、

原
美
惠
子
、
菅
原
美

佐
子
、
原
ゆ
り
子
、
原
芳
生
、鈴
木
清
雄
、

鈴
木
金
治
、
鈴
木
文
雄
、
相
馬
忠
、
相
馬
は

つ
め
、
園
部
金
三
、
髙
橋
清
一
郎
、
髙
橋
弥

五
右
衛
門
、
田
中
花
子
、
田
村
ふ
く
子
、
土

田
榮
子
、
富
樫
英
子
、
土
岐
ち
よ
子
、
長
岡

正
樹
、長
瀞
喜
美
子
、成
田
七
郎
、難
波
藏
義
、

野
口
彌
、
野
尻
千
登
世
、
野
尻
善
男
、
弭
間

房
子
、
長
谷
川
松
夫
、
長
谷
川
美
津
、
原
田

貞
子
、
匹
田
フ
ク
ミ
、
本
間
晴
子
、
本
間
恒

男
、本
間
と
し
子
、本
間
滿
里
、本
間
美
保
子
、

市
政

鶴
岡
市
都
市
再
興
基
本
計
画
策
定

に
か
か
る
地
区
説
明
会
の
開
催

　

市
で
は
、
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
社
会

に
対
応
す
る
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
を

目
指
し
、「
鶴
岡
市
都
市
再
興
基
本
計
画
（
都

市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
・
立
地
適
正
化
計
画
）」

の
策
定
を
進
め
て
い
ま
す
。
計
画
の
方
針
や

計
画
で
指
定
す
る
区
域
な
ど
に
つ
い
て
、
11

月
中
に
次
の
と
お
り
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
程

場
所

主
な
対
象

14
日
○月
第
二
学
区
コ
ミ
セ
ン
第
一
・
二
・
五
学
区
、

斎
・
黄
金
地
区
の
方

15
日
○火
第
三
学
区
コ
ミ
セ
ン
第
三
・
四
・
六
学
区
、

湯
田
川
・
大
泉
・
京

田
・
栄
・
田
川
・
上
郷

地
区
の
方

17
日
○木
大
山
コ
ミ
セ
ン

三
瀬
・
由
良
・
小
堅
・

加
茂
・
湯
野
浜
・
大

山
・
西
郷
地
区
の
方

21
日
○月
市
役
所
藤
島
庁
舎

藤
島
・
羽
黒
地
域
の

方

24
日
○木
温
海
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
温
海
地
域
の
方

27
日
○日
市
役
所
本
所

ど
な
た
で
も

28
日
○月
櫛
引
公
民
館

櫛
引
・
朝
日
地
域
の

方

■時
午
後
６
時
（
24
日
は
午
後
７
時
、
27
日
は

午
後
１
時
）　

■問
本
所
都
市
計
画
課
☎
内
線

４
６
４健

康
・
福
祉

「
８
０
２
０
運
動
良
い
歯
の

長
寿
賞
」
受
賞
者
発
表

　

80
歳
に
な
っ
て
も
自
分
の
歯
を
20
本
以
上

保
と
う
と
い
う
「
８
０
２
０
運
動
」。
今
年
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全
て
の
住
宅
に
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
消
防
本
部
管

内（
本
市
・
三
川
町
）の
今
年
６
月
１
日
現
在

の
設
置
率
は
79
％
で
す
。
ま
だ
設
置
し
て
い

な
い
家
庭
は
、
早
急
に
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。

　

既
に
設
置
し
て
い
る
家
庭
で
は
、
火
災
を

感
知
す
る
機
能
を
維
持
す
る
た
め
、
清
掃
な

ど
の
手
入
れ
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
セ

ン
サ
ー
等
の
寿
命
に
よ
っ
て
、
10
年
を
目
安

に
本
体
の
交
換
が
必
要
で
す
。

■
設
置
場
所　

全
て
の
寝
室
（
２
階
に
寝
室

が
あ
る
場
合
は
階
段
の
上
部
に
も
設
置
が
必

要
）。
台
所
へ
の
設
置
は
任
意　

■問
消
防
本

部
予
防
課
☎
22
‐
８
３
３
２

市
営
住
宅
等
入
居
者
募
集

住
宅
名

間
取
り
等

戸
数

鶴岡
ち
わ
ら
住
宅
３
Ｄ
Ｋ

（
子
育
て
向
け
）

３

美
原
住
宅

２
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

３
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

稲
生
住
宅

３
階
・
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ

２

東
部
住
宅

１
階
・
３
Ｄ
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）
１

３
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

大
西
住
宅

３
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

大
山
住
宅

１
階
・
２
Ｄ
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）
１

藤島
ふ
じ
な
み
住
宅

平
屋
・
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

（
子
育
て
向
け
）

１

朝日
下
名
川
住
宅
平
屋
・
３
Ｄ
Ｋ

１

温海
柳
原
住
宅

３
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

羽黒
荒
川
特
定
公

共
賃
貸
住
宅
平
屋
・
４
Ｌ
Ｄ
Ｋ

１

■
入
居
時
期　

来
年
１
月
中
旬
以
降　

■申
11

月
１
日
○火
～
18
日
○金
に
本
所
建
築
課
☎
内
線

１
、
５
０
０
円　

▽
２
級
障
害
…
３
万
４
、

３
０
０
円　

■
支
給
日　

４
月
・
８
月
・
11

月
の
11
日　

■
支
給
期
間　

児
童
が
20
歳
に

達
し
た
月
ま
で

▼
共
通　

■申
本
所
子
育
て
推
進
課
☎
内
線
１

５
１税市

税
等
の
滞
納
処
分
で
差
し
押
さ
え
た
動
産
・
不
動
産 

公
売
の
お
知
ら
せ

▼
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売　

■
公
売
方
法

Ｙ
ａ
ｈ
ｏ
ｏ
！
官
公
庁
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
シ

ス
テ
ム
を
利
用　

■
参
加
申
込
み　

11
月
８

日
○火
午
後
１
時
～
21
日
○月
午
後
11
時　

■
公

売
日
時　

▽
動
産
（
競
り
売
り
）
…
11
月
29

日
○火
午
後
１
時
～
12
月
１
日
○木
午
後
11
時

▽
不
動
産
（
入
札
）
…
11
月
29
日
○火
午
後
１

時
～
12
月
６
日
○火
午
後
１
時

▼
通
常
の
公
売
（
不
動
産
）　

■日
11
月
30
日

○水　

■時
受
付
…
午
前
８
時
50
分　

入
札
…
９

時
30
分　

■場
市
役
所
本
所
６
階
大
会
議
室

▼
共
通　

■問
本
所
納
税
課
☎
内
線
２
５
１

■他
市
HP事

業
主
の
皆
さ
ん
へ 

個
人
の
市
・
県

民
税
は
特
別
徴
収
で
納
め
ま
し
ょ
う

　

個
人
の
市･

県
民
税
の
特
別
徴
収
は
、
事

業
主
が
従
業
員
に
毎
月
支
払
う
給
与
か
ら
市

･

県
民
税
を
差
し
引
き
、
従
業
員
に
代
わ
っ

て
、
各
従
業
員
の
お
住
ま
い
の
市
町
村
に
毎

月
納
入
す
る
制
度
で
す
。

　

地
方
税
法
の
規
定
に
よ
っ
て
、
原
則
と
し

て
所
得
税
を
源
泉
徴
収
す
る
義
務
の
あ
る
事

業
主
に
は
、
従
業
員
の
市･

県
民
税
を
特
別

徴
収
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。「
退
職
し
た
」

「
不
定
期
雇
用
で
あ
る
」
と
い
っ
た
特
段
の

理
由
が
な
い
限
り
、
事
業
主
や
従
業
員
の
希

望
で
普
通
徴
収
（
個
人
で
納
付
）
を
選
択
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
特
別
徴
収
の
メ
リ
ッ
ト　

従
業
員
は
金
融

機
関
へ
出
向
い
て
納
付
す
る
手
間
を
省
く
こ

と
が
で
き
、
納
め
忘
れ
の
心
配
も
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
普
通
徴
収
の
納
期
は
年
４
回
で

す
が
、
特
別
徴
収
の
納
期
は
年
12
回
な
の
で
、

従
業
員
の
１
回
当
た
り
の
負
担
額
が
少
な
く

な
り
ま
す
。

▼
納
期
の
特
例　

従
業
員
が
常
時
10
人
未
満

の
事
業
所
等
は
、
市
へ
の
申
請
と
市
長
の
承

認
に
よ
っ
て
、
納
期
を
年
２
回
に
ま
と
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

■問
本
所
課
税
課
☎
内
線
２
０
１

生
活
・
そ
の
他

「
消
し
ま
し
ょ
う 

そ
の
火
そ
の
時 

そ
の
場
所
で
」 

秋
の
火
災
予
防
運
動

　

11
月
９
日
○水
か
ら
15
日
○火
ま
で
の
１
週
間
、

住
宅
防
火
対
策
の
推
進
等
を
重
点
目
標
と
し

た
秋
の
火
災
予
防
運
動
を
実
施
し
ま
す
。
こ

れ
か
ら
の
時
期
、
家
庭
で
も
暖
房
器
具
な
ど

火
を
取
り
扱
う
機
会
が
多
く
な
り
ま
す
。
一

人
ひ
と
り
が
火
災
予
防
を
心
掛
け
、
安
全
で

安
心
し
て
生
活
で
き
る
地
域
を
目
指
し
ま
し

ょ
う
。

■問
消
防
本
部
予
防
課
☎
22
‐
８
３
３
２

付
い
て
い
ま
す
か
？ 

住
宅
用
火
災
警
報
器

　

火
災
に
よ
る
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、

に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

■
困
っ
た
と
き
は
ま
ず
相
談
を
（
連
絡
先
）

▽
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
（
に
こ
♥

ふ

る
）
☎
25
‐
２
７
４
１　

▽
庄
内
児
童
相
談

所
☎
22
‐
０
７
９
０　

▽
児
童
相
談
所
全
国

共
通
３
桁
ダ
イ
ヤ
ル
☎
１
８
９

児
童
に
関
す
る 

各
種
手
当
の
お
知
ら
せ

▼
児
童
手
当　

■対
中
学
３
年
生
ま
で
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
方　

■
支
給
月
額　

▽
０

歳
～
２
歳
…
１
万
５
、
０
０
０
円　

▽
３
歳

～
小
学
校
修
了
前
（
第
１
子
・
２
子
）
…
１

万
円　

▽
同
（
第
３
子
以
降
）
…
１
万
５
、

０
０
０
円　

▽
中
学
生
…
１
万
円　

▽
所
得

が
一
定
額
を
超
え
る
場
合
…
５
、
０
０
０
円　

■
支
給
日　

６
月
・
10
月
・
２
月
の
15
日

■
支
給
期
間　

児
童
が
15
歳
に
達
し
た
年
度

末
ま
で

▼
児
童
扶
養
手
当　

■対
離
婚
等
で
ひ
と
り
親

に
な
っ
た
場
合
や
、
児
童
の
父
ま
た
は
母
に

一
定
の
障
害
が
あ
る
場
合
等
に
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方　

■
支
給
月
額
（
受
給
者
等
の

所
得
で
異
な
り
、
所
得
が
一
定
額
を
超
え
る

場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
）　

▽
１
人
目
…

４
万
２
、３
３
０
円
～
９
、９
９
０
円　

▽
２

人
目
…
１
万
円
～
５
、０
０
０
円　

▽
３
人

目
…
６
、０
０
０
円
～
３
、０
０
０
円　

■
支

給
日　

４
月
・
８
月
・
12
月
の
11
日　

■
支

給
期
間　

児
童
が
18
歳
に
達
し
た
年
度
末
ま

で
（
障
害
児
は
20
歳
未
満
ま
で
）

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当　

■対
精
神
や
身
体
に

重
度
～
中
度
の
障
害
を
持
っ
た
児
童
を
在
宅

で
養
育
し
て
い
る
方
（
受
給
者
等
の
所
得
が

一
定
額
を
超
え
る
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
）　

■
支
給
月
額　

▽
１
級
障
害
…
５
万



13 広報つるおか　2016 . 11 ■日＝日時・期日・期間　■時＝時間　■場＝場所・会場　■定＝定員　■対＝対象・資格　　　　　　　　　■内＝内容　■師＝講師・指導　■費＝費用・料金　■持＝持ち物　■問＝問合せ　■申＝申込み　■他＝その他　HP＝ホームページ

市
内
の
中
学
２
年
生
を
対
象
に
募
集 

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動 

標
語
コ
ン
テ
ス
ト

　

安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る

地
域
社
会
、
子
供
が
健
や
か
に
育
つ
地
域
社

会
を
目
指
し
、
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
罪
を

犯
し
た
人
た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
、
明
る
い
社
会
を
築
こ
う
と
す
る
同
運
動
。

１
、１
６
２
点
の
応
募
の
中
か
ら
次
の
11
人

の
方
々
が
入
選
し
ま
し
た
。

▼
最
優
秀
賞

「『
や
め
よ
う
よ
』 

こ
の
一
言
に 

金
メ
ダ
ル
」

　
　
　
　
　
　

諏
訪
琳
音
さ
ん（
鶴
岡
五
中
）

▼
優
秀
賞

「
温
か
さ 

ネ
ッ
ト
な
ん
か
じ
ゃ 

分
か
ら
な

い
」　　
　
　

 

伊
藤
瑞
希
さ
ん（
鶴
岡
一
中
）

「
悪
の
道 

は
じ
め
の
一
歩 

踏
み
出
す
な
」　

　
　
　
　
　
　

志
賀
菜
摘
さ
ん（
鶴
岡
二
中
）

「
思
い
や
り 

明
る
い
社
会
の 

第
一
歩
」

　
　
　
　
　

髙
山
ひ
か
る
さ
ん（
鶴
岡
三
中
）

「
気
づ
い
て
よ 

傷
つ
く
人
の 

そ
の
気
持
ち
」

　
　
　
　
　
　

櫻
井
慶
乃
さ
ん（
鶴
岡
四
中
）

「
し
っ
か
り
と 

自
分
の
行
動 

見
直
そ
う
」

　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
謙
信
さ
ん（
豊
浦
中
）

「
ち
ゃ
ん
と
見
て 

あ
な
た
は
い
つ
も 

一
人

じ
ゃ
な
い
」　

石
川
野
々
花
さ
ん（
藤
島
中
）

「
持
っ
て
い
る
？ 

悪
い
心
に 

勝
つ
心
」

　
　
　
　
　
　
　

菅
原
莉
央
さ
ん（
羽
黒
中
）

「『
お
か
え
り
』『
た
だ
い
ま
』
の 

キ
ャ
ッ
チ

ボ
ー
ル
で
明
る
い
社
会
」　

　
　
　
　
　
　
　

髙
野
有
希
さ
ん（
櫛
引
中
）

「
そ
れ
は
だ
め 

言
え
る
勇
気
を 

持
つ
勇
気
」

　
　
　
　
　
　

小
野
寺
壱
星
さ
ん（
朝
日
中
）

「
困
っ
た
ら 

み
ん
な
で
支
え
て 

笑
顔
の
輪
」

　
　
　
　
　
　

五
十
嵐
優
海
さ
ん（
温
海
中
）

■問
本
所
福
祉
課
☎
内
線
１
３
８

荘
内
看
護
専
門
学
校 

看
護
学
生
募
集

■対
高
校
を
卒
業
し
た
方
及
び
来
年
３
月
に
高

校
卒
業
見
込
み
の
方
、
高
校
卒
業
と
同
等
以

上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
方
20
人

■
修
業
年
数　

３
年
（
昼
間
）　

■
願
書
受

付　

来
年
１
月
４
日
○水
～
13
日
○金
午
前
９
時

～
午
後
５
時
（
当
日
必
着
）　

■
試
験
日
時
・

科
目　

１
次
試
験
…
１
月
20
日
○金
午
前
９
時

（
国
語
〈
古
典
を
除
く
〉、
数
学
Ⅰ
、
英
語
Ⅰ
・

Ⅱ
）　

２
次
試
験
（
１
次
試
験
合
格
者
の
み
）

…
21
日
○土
午
前
９
時
（
小
論
文
、
面
接
）

■
試
験
会
場
・
■申
同
校
☎
22
‐
１
９
１
９

月
山
ジ
オ
パ
ー
ク
の
日
本
ジ
オ

パ
ー
ク
認
定
見
送
り
に
つ
い
て

　

月
山
ジ
オ
パ
ー
ク
の
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク
認

定
に
向
け
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
広
報
等

で
お
知
ら
せ
し
て
き
ま
し
た
が
、
９
月
９
日

に
開
催
さ
れ
た「
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク
委
員
会
」

で
の
審
査
の
結
果
、
月
山
ジ
オ
パ
ー
ク
は
認

定
が
見
送
ら
れ
ま
し
た
。
同
委
員
会
の
コ
メ

ン
ト
（
抜
粋
）
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
月
山
な
ら
で
は
の
資
源
は
多
く
あ
り
、
月

山
を
中
心
に
活
動
意
識
は
高
い
が
、
核
と
な

る（
中
略
）月
山
な
ら
で
は
の
ジ
オ
ス
ト
ー
リ

ー
が
で
き
あ
が
っ
て
い
な
い
。
テ
ー
マ
に
沿

っ
た
具
体
的
な
戦
略
・
計
画
が
必
要
で
あ
る
。

　

今
回
の
認
定
は
見
送
ら
れ
ま
し
た
が
、
地

域
の
資
源
を
理
解
し
活
用
す
る
地
方
創
生
へ

の
取
り
組
み
の
１
つ
と
し
て
、
引
き
続
き
日

本
ジ
オ
パ
ー
ク
認
定
に
向
け
た
活
動
を
行
っ

て
い
き
ま
す
。
ご
支
援
を
お
願
い
し
ま
す
。

■問
羽
黒
庁
舎
観
光
商
工
室
（
い
で
は
文
化
記

念
館
）
☎
62
‐
４
７
２
７

険
で
す
。近
隣
住
民
等
、往
来
者
の
人
身
事
故

防
止
の
た
め
、
次
の
河
川
周
辺
で
は
銃
を
使

っ
た
狩
猟
の
自
粛
を
お
願
い
し
ま
す
。
狩
猟

者
は
法
令
と
マ
ナ
ー
を
遵
守
し
て
く
だ
さ
い
。

■場
▽
内
川
…
寿
橋
か
ら
庄
内
南
工
業
団
地
東

橋
ま
で
の
区
間　

▽
大
山
川
…
中
柳
原
集
落

今
世
橋
周
辺
、
石
山
・
楯
川
原
集
落
利
津
橋

周
辺　

■問
本
所
農
政
課
☎
内
線
５
７
６

使
っ
て
い
な
い
水
銀
廃
製
品

は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

水
銀
は
自
然
環
境
に
排
出
さ
れ
た
場
合
、

環
境
汚
染
や
健
康
被
害
を
も
た
ら
す
有
害
な

物
質
で
す
。
市
で
は
、
鶴
岡
地
区
薬
剤
師
会

と
協
力
し
、
家
庭
で
不
要
に
な
っ
た
水
銀
廃

製
品
の
重
点
的
な
回
収
を
行
い
ま
す
。

■日
12
月
１
日
○木
～
来
年
１
月
31
日
○火　

■場
回

収
ボ
ッ
ク
ス
を
設
置
し
て
い
る
薬
局
及
び
市

の
施
設
（
市
役
所
本
所
・
各
地
域
庁
舎
、
廃

棄
物
対
策
課
、
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
「
く
る

り
ん
館
」）　

■対
水
銀
体
温
計
、
水
銀
温
度
計
、

水
銀
血
圧
計
等　

■問
同
課
☎
22
‐
２
８
４
８

来
年
１
月
22
日
○日
に
行
わ
れ
る
山
形
県
知
事
選
挙

期
日
前
投
票
所
の
立
会
人
募
集

■日
来
年
１
月
６
日
○金
～
21
日
○土
（
１
日
・
２

日
程
度
）
午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時　

■場

市
役
所
本
所
ま
た
は
各
地
域
庁
舎　

■対
本
市

に
住
民
登
録
が
あ
り
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
て
い
る
方
（
政
党
や
政
治
団
体
等
に
所

属
す
る
方
及
び
同
選
挙
の
候
補
者
ま
た
は
候

補
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の
２
親
等
以
内
の

血
族
は
不
可
）　

■
報
酬　

日
額
９
、５
０
０

円　

■申
11
月
18
日
○金
ま
で
本
所
選
挙
管
理
委

員
会
事
務
局
☎
内
線
６
４
１
ま
た
は
各
地
域

庁
舎
総
務
企
画
課
へ　

■他
市
HP

４
８
３
ま
た
は
各
建
設
事
務
室
（
羽
黒
・
朝

日
・
温
海
庁
舎
）
へ

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者

登
録
の
更
新
申
請
に
つ
い
て

　

山
形
県
下
水
道
協
会
に
登
録
が
あ
り
、
登

録
の
有
効
期
限
が
来
年
３
月
31
日
○金
と
な
っ

て
い
る
責
任
技
術
者
は
、
登
録
更
新
の
手
続

き
が
必
要
で
す
。

■
更
新
申
請　

11
月
１
日
○火
～
30
日
○水
に
上

下
水
道
部
下
水
道
課
☎
内
線
４
５
２
へ

マ
ナ
ー
を
守
っ
て
人
と
動
物
が
気
持
ち
よ
く
共
生
で
き
る
街
に 

責
任
と
愛
情
を
持
っ
て
飼
い
ま
し
ょ
う

　

近
年
は
、
犬
や
猫
等
の
ペ
ッ
ト
も
家
族
同

様
に
飼
育
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
飼
い

方
を
誤
れ
ば
、
近
所
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
に
な

っ
た
り
、
本
来
愛
さ
れ
る
べ
き
ペ
ッ
ト
を
不

幸
に
し
て
し
ま
っ
た
り
し
ま
す
。
ペ
ッ
ト
を

飼
う
た
め
に
は
、
そ
の
ペ
ッ
ト
の
命
を
預
か

る
責
任
、
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
守
る
等
の
責

任
を
持
つ
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
捨
て
猫
や
野
良
猫
へ
の
む
や
み
な

餌
や
り
も
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
猫
は
年

に
２
・
３
回
出
産
し
ま
す
。
生
ま
れ
て
く
る

子
猫
を
全
部
、
終
生
飼
う
こ
と
が
で
き
な
い
、

新
し
い
飼
い
主
を
探
す
こ
と
が
で
き
な
い
と

分
か
っ
て
い
る
場
合
は
、
事
前
に
不
妊
、
去

勢
手
術
を
し
ま
し
ょ
う
。
不
幸
な
命
を
増
や

さ
な
い
た
め
に
管
理
す
る
こ
と
も
愛
情
で
す
。

■問
健
康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
内
線
３
６
２

狩
猟
期
間
に
お
け
る　
　
　
　

猟
銃
自
粛
区
域
に
つ
い
て

　

住
宅
、
工
業
団
地
が
接
近
し
て
い
る
区
域

や
道
路
上
か
ら
の
銃
に
よ
る
狩
猟
は
大
変
危


